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長野市総合計画審議会作業部会の概要について

１ 設置目的

市民との協働により第四次総合計画後期基本計画案を作成するため、長野市総合計画審議会

（以下「審議会」という。）に作業部会（愛称は「市民フォーラム 21」とする。以下「作業部

会」という。）を設置するものです。

２ 組 織

作業部会は基本構想で示した政策ごとに次の部会を設置することとし、審議会委員 20名及び

公募部会員 40名以内で構成することとします。

部会に部会長及び副部会長各１名を置き、部会員から互選することとします。

①保健・福祉部会

②環境部会

③防災・安全部会

④教育・文化部会

⑤産業・経済部会

⑥都市整備部会

３ 会 議

会議は部会長が招集し、当該部会長が議長となることとします。

会議の議事は、出席部会員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる

こととします。

会議は、他の部会と合同で開催することができるものとします。

会議には部会長の要請に応じて、関係課職員等が出席できるものとします。

４ 部会員の公募

部会員の公募は、広報ながの（８月１日号）及び長野市ホームページ等で周知することとし

ます。

公募の概要は次のとおりです。なお、公募部会員は、書類等による選考の上、世代、男女の

均衡等を考慮して、平成 22 年９月上旬に決定することとします。

①応募資格 市内に在住または在勤、在学の 18歳以上（平成 22 年４月２日現在）の者

②任 期 平成 22年 10 月から平成 23年 12 月（予定）

③募集人員 40名

④募集期間 平成 22年８月２日（月）～８月 23日（月）

⑤応募方法 所定の応募用紙及び「まちづくりへの提言」と題した小論文（任意様式で 400

字程度）を事務局へ提出

５ 会議の開催

作業部会は、平成 22 年度は６回程度、平成 23 年度は３回程度、開催を予定しています。

資料３
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第四次長野市総合計画後期基本計画策定の作業部会

長野市のまちづくりの指針である第四次長野市総合計画後期基本計画案
を作成する市民のみなさんを募集します。

１ 市民フォーラム21の概要

市民フォーラム21は、長野市総合計画審議会の付属機関として60人以内で組織し、
テーマ別に次の６部会に分かれ、第四次長野市総合計画後期基本計画（H24～28年度）
案を作ります。

①【保健・福祉部会】…子育て、医療、福祉、人権など
②【環境部会】 …環境保全、生活環境など
③【防災・安全部会】…防災、防犯など
④【教育・文化部会】…教育、文化、スポーツなど
⑤【産業・経済部会】…農林業、商工業、観光など
⑥【都市整備部会】 …都市基盤、交通網、情報化など

会議は主に平日の昼間に開催し、平成22年10月
から月に１、２回開催する予定です。

２ 応募の方法

１ 応募資格
市内に在住または在勤、在学の18歳以上（平成22年4月2日現在）の方

２ 任期
平成22年10月から平成23年12月（予定）

３ 募集人員
40名

４ 募集期間
平成22年8月2日（月）～8月23日（月）必着

５ 応募書類
①所定の応募用紙（応募用紙は市役所企画課、各支所（連絡所）及び市民課
（連絡室）のほか、市役所ホームページからもダウンロードできます。）
②「まちづくりへの提言」と題した小論文（任意様式で400字程度）
※①と②を一緒に下記のあて先まで持参又は送付してください。

〒380-8512長野市大字鶴賀緑町1613
長野市役所企画課（市役所第一庁舎５階）
E-Mail:kikaku@city.nagano.nagano.jp

６ その他
委員報酬：日額7,000円をお支払いします。

３ 選考
１ 書類選考の上、世代、男女の均衡等を考慮して決定します。
２ 選考結果は、応募いただいた方に後日お知らせします。

※長野市総合計画の詳しいことは 裏面をご覧ください。

作業部会の様子（H18.5）

問い合わせ：長野市役所企画課 電話026-224-5010（直通）

いっしょに創ろう
あしたの長野！

作業部会員応募ちらし
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政策の７本柱（7）

H19～H28 政策（27）

基本施策（44）
うち重点施策（10）

前期：H19～H23
後期：H24～H28 施策（101）

事業

１行政経営の方針 【行政経営分野】
２健やかに暮らし認め合い支え合うまち 【保健・福祉分野】
３豊かな自然環境と調和した潤いあるまち 【環境分野】
４より安全で安心して暮らせるまち 【防災・安全分野】
５心豊かな人と多彩な文化が輝くまち 【教育・文化分野】
６いきいいきと産業が育ち賑わいと活力あふれるまち 【産業・経済分野】
７多彩な都市活動を支える快適なまち 【都市整備分野】

その１：総合計画を基にした行財政運営を実現

その２：施策に「目標」と「指標」を設定

その３：市民と行政の協働による計画策定

第四次長野市総合計画の概要

◆第四次長野市総合計画体系（イメージ）

第四次長野市総合計画は平成19～28年度の10年間における長野市のまちづくりの基本方針を
まとめたもので、長野市の行財政運営における最高方針（最上位計画）としているものです。

◆第四次長野市総合計画の特徴

※第四次長野市総合計画は長野市ホームページ企画課のページでご覧いただけます。

⇒ 基本計画を基に目標管理、施策評価、予算配分などの行財政管理との連動を図
り、施策・事業の効率化・重点化を図りました。

⇒ 施策に目標を設定し、まちづくりの目標を共有するとともに、市民アンケート
指標の導入により、市民による評価の視点も導入しました。

３か年計画（毎年見直し）

⇒ 60名の公募等による市民と行政職員が共に議論しながら、のべ84回に及ぶ作業
部会（市民フォーラム21）を開催して策定しました。

基本計画
（施策）

実施計画
（事業）

基本構想
（政策）

～善光寺平に結ばれる～ 人と地域がきらめくまち“ながの”

まちづくりの目標

後期基本計画を
作ります！

まちづくりの基本方針

作業部会員応募ちらし（裏面）


